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○

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
一
条
の
三
十
八
）

第
一
章

（
略
）

第
一
章
の
二

児
童
相
談
所
（
第
二
条
―
第
五
条
の
二
）

第
一
章
の
二

（
略
）

第
一
章
の
三

児
童
福
祉
司
（
第
五
条
の
二
の
二
―
第
六
条
）

第
一
章
の
三

児
童
福
祉
司
（
第
五
条
の
三
―
第
六
条
）

第
一
章
の
四
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
の
四
～
第
四
章

（
略
）

附
則

附
則

第
五
条
の
二
の
二

令
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

（
新
設
）

準
は
、
別
表
に
定
め
る
も
の
以
上
の
教
育
内
容
で
あ
る
こ
と
。

第
五
条
の
二
の
三

学
校
又
は
施
設
の
設
置
者
に
係
る
令
第
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定

（
新
設
）

す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

設
置
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

名
称
及
び
位
置

三

設
置
年
月
日

四

学
則

五

学
校
そ
の
他
の
施
設
の
長
の
氏
名
及
び
履
歴

六

教
員
の
氏
名
、
履
歴
、
担
当
科
目
及
び
専
任
兼
任
の
別
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七

建
物
そ
の
他
設
備
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
そ
の
図
面

八

実
習
に
利
用
す
る
施
設
の
名
称
及
び
利
用
の
概
要

九

当
該
年
度
経
費
収
支
予
算
の
細
目

十

設
置
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
と
き
は
、
設
置
者
の
資
産
状
況

②

講
習
会
の
実
施
者
に
係
る
令
第
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

講
習
科
目
及
び
時
間
数

二

講
師
の
氏
名
、
職
業
並
び
に
担
当
す
る
講
習
科
目
及
び
時
間
数

三

実
習
を
行
う
施
設
の
名
称
、
所
在
地
及
び
設
置
者
の
氏
名
、
実
習
人
員
並
び
に

実
習
期
間

四

講
習
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

五

講
習
開
催
期
日
及
び
日
程

六

受
講
予
定
人
員

七

講
習
会
の
実
施
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
受
託
者
の
氏
名
及

び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

③

令
第
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
一
項

第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
修
業
教
科
目
及
び
そ
の
単
位
数
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
と
す
る
。

④

令
第
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
入
所
資
格
、

修
業
年
限
、
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
修
業
教
科
目
以
外
の
修
業
教
科
目
及

び
そ
の
単
位
数
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（

学
校
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。
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第
五
条
の
二
の
四

令
第
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

前
学
年
度
卒
業
者
数

二

前
年
度
に
お
け
る
経
営
の
状
況
及
び
収
支
決
算
の
細
目

三

前
学
年
度
教
授
科
目
別
時
間
数
及
び
実
習
の
実
施
状
況

四

学
生
の
現
在
数

第
五
条
の
二
の
五

令
第
三
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

講
習
受
講
人
員

二

講
習
実
施
状
況
の
概
要

第
五
条
の
二
の
六

令
第
三
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
携
帯
す
べ
き

（
新
設
）

証
明
書
は
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
の
二
の
七

令
第
三
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

そ
の
指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
を
や
め
よ
う
と
す
る
理
由

二

入
所
し
て
い
る
学
生
の
処
置

三

そ
の
指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
を
や
め
よ
う
と
す
る
年
月
日

第
六
条
の
八

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
十
八
条
第
一
号

第
六
条
の
八

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
並
び
に
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
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、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
、
第
四
十
三
条
第
一
号
及
び
第
八
十
二
条
第
一
号
の

に
関
す
る
基
準
第
二
十
八
条
第
一
号
、
第
四
十
三
条
第
一
号
及
び
第
八
十
二
条
第
一

指
定
の
申
請
は
、
学
校
又
は
施
設
の
設
置
者
が
第
六
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

号
の
指
定
の
申
請
は
、
学
校
又
は
施
設
の
設
置
者
が
第
六
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方
厚
生
局
長
等
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

す
る
。

も
の
と
す
る
。

②

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
あ
つ
た
学
校
そ
の
他
の
施
設
（

②

地
方
厚
生
局
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
あ
つ
た
学
校
そ
の
他
の
施
設

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
養
成
施
設
」
と
い
う
。
）
の
長
に
対
し
、
教
育
方
法

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
養
成
施
設
」
と
い
う
。
）
の
長
に
対
し
、
教
育
方

、
設
備
そ
の
他
の
内
容
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
必
要
な
指
導
を
す
る
こ

法
、
設
備
そ
の
他
の
内
容
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
必
要
な
指
導
を
す
る

と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

③

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
養
成
施
設
に
つ
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
に
従
わ

③

地
方
厚
生
局
長
等
は
、
指
定
養
成
施
設
に
つ
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
に
従

な
い
と
き
又
は
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の

わ
な
い
と
き
又
は
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

取
消
し
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

の
取
消
し
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

④

令
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
第
六
項
を
除
く
。
）
及
び
令
第
二
十
一
条

④

令
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
第
六
項
を
除
く
。
）
及
び
令
第
二
十
一
条

並
び
に
第
六
条
の
三
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
（
第
六
条
の
三
第
一
項
を
除
く
。
）
の

並
び
に
第
六
条
の
三
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
（
第
六
条
の
三
第
一
項
を
除
く
。
）
の

規
定
は
、
指
定
養
成
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

規
定
は
、
指
定
養
成
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

令
第
五
条
第
三

指
定
保
育
士
養
成
施
設

指
定
養
成
施
設

令
第
五
条
第
三

指
定
保
育
士
養
成
施
設

指
定
養
成
施
設

項
か
ら
第
五
項

設
置
者
が
都
道
府
県
で
あ
る
場
合
は
厚

当
該
学
校
又
は
施

項
及
び
第
四
項

設
置
者
が
都
道
府
県
で
あ
る
場
合
は
厚
生
労

地
方
厚
生
局
長

ま
で
及
び
第
七

生
労
働
大
臣
に
、
市
町
村
そ
の
他
の
者

設
の
所
在
地
の
都

働
大
臣
に
、
市
町
村
そ
の
他
の
者
で
あ
る
場

等
に

項

で
あ
る
場
合
は
当
該
学
校
又
は
施
設
の

道
府
県
知
事
に

合
は
当
該
学
校
又
は
施
設
の
所
在
地
の
都
道

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
て
厚
生

府
県
知
事
を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
に

労
働
大
臣
に

令
第
五
条
第
五

指
定
保
育
士
養
成
施
設

指
定
養
成
施
設

令
第
五
条
第
五

指
定
保
育
士
養
成
施
設

指
定
養
成
施
設



- 7 -

項

、
当
該
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
設
置

当
該
学
校
又
は
施

項

、
当
該
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
設
置
者
が

地
方
厚
生
局
長

者
が
都
道
府
県
で
あ
る
場
合
は
厚
生
労

設
の
所
在
地
の
都

都
道
府
県
で
あ
る
場
合
は
厚
生
労
働
大
臣
に

等
に

働
大
臣
に
、
市
町
村
そ
の
他
の
者
で
あ

道
府
県
知
事
に

、
市
町
村
そ
の
他
の
者
で
あ
る
場
合
は
当
該

る
場
合
は
当
該
学
校
又
は
施
設
の
所
在

学
校
又
は
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
て
厚
生
労
働

を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
に

大
臣
に

令
第
五
条
第
七

指
定
保
育
士
養
成
施
設

指
定
養
成
施
設

令
第
五
条
第
七

指
定
保
育
士
養
成
施
設

指
定
養
成
施
設

項

、
当
該
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
設
置

当
該
学
校
又
は
施

項

、
当
該
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
設
置
者
が

地
方
厚
生
局
長

者
が
都
道
府
県
で
あ
る
場
合
は
厚
生
労

設
の
所
在
地
の
都

都
道
府
県
で
あ
る
場
合
は
厚
生
労
働
大
臣
に

等
に

働
大
臣
に
、
市
町
村
そ
の
他
の
者
で
あ

道
府
県
知
事
に

、
市
町
村
そ
の
他
の
者
で
あ
る
場
合
は
当
該

る
場
合
は
当
該
学
校
又
は
施
設
の
所
在

学
校
又
は
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
て
厚
生
労
働

を
経
て
厚
生
労
働
大
臣
に

大
臣
に

第
十
五
条

指
定
療
育
機
関
の
開
設
者
は
、
当
該
指
定
療
育
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず

第
十
五
条

指
定
療
育
機
関
の
開
設
者
（
国
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
項
及
び
そ
の
年
月
日
を
、
速
や
か
に

当
該
指
定
療
育
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ

、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
事
項
及
び
そ
の
年
月
日
を
、
速
や
か
に
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

第
十
八
条
の
三
十
八

指
定
障
害
児
事
業
者
等
は
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第

第
十
八
条
の
三
十
八

指
定
障
害
児
事
業
者
等
は
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る

一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
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事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
厚
生
労

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
厚
生
労

働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
厚
生
労
働
大
臣
等
」
と
い

六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

う
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
の
市
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
厚
生
労
働
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二
十
三
の
二

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
設
置
者
は
、
法
第
二
十
四

第
二
十
五
条
の
二
十
三
の
二

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
設
置
者
は
、
法
第
二
十
四

条
の
十
九
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定

条
の
十
九
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
届
出
書
を
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
厚
生
労
働
大
臣
、
都

し
た
届
出
書
を
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は

道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
市
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
厚
生
労
働
大
臣
等

都
道
府
県
知
事
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
厚
生
労
働
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
届

」
と
い
う
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

第
三
十
九
条
の
二

（
略
）

第
三
十
九
条
の
二

（
略
）

②

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
は
、
法
第
五
十
六
条
の
五
の
二
の
規
定
に
よ
り
行
う

②

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
は
、
法
第
五
十
六
条
の
五
の
二
の
規
定
に
よ
り
行
う

業
務
に
関
す
る
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九

業
務
に
関
す
る
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九

条
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
規
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

条
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
規
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
市
町
村
が
法
第
二
十
四
条
の
三
第
十
一
項
（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
二
項
に
お
い

、
市
町
村
が
法
第
二
十
四
条
の
三
第
十
一
項
（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
委
託

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
委
託
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す
る
事
務
に
関
し
て
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務

す
る
事
務
に
関
し
て
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八

組
合
又
は
広
域
連
合
を
設
け
た
場
合
に
は
、
総
会
又
は
代
議
員
会
の
議
員
を
、
会
員

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
を
設
け
た
場
合
に
は
、

た
る
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
組
合
を
除
く
。
）
を
代
表
す
る
者
に
代
え
て
、
当
該

総
会
又
は
代
議
員
会
の
議
員
を
、
会
員
た
る
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
組
合
を
除
く

一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
を
代
表
す
る
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
）
を
代
表
す
る
者
に
代
え
て
、
当
該
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
を
代
表
す
る

者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
九
条
の
八

法
第
五
十
九
条
の
八
第
一
項
及
び
令
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定

第
四
十
九
条
の
八

法
第
五
十
九
条
の
八
第
一
項
及
び
令
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲

た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
号
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
号
に
掲

げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

削
除

一

法
第
一
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
権
限

二

（
略
）

二

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

法
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

四

法
第
二
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
権
限

（
削
る
）

五

法
第
二
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
指
定
の
権
限
及
び
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る

権
限

五
～
十

（
略
）

六
～
十
一

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
児
童
福
祉
に

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十

関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法

二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
が
児
童
福
祉

第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」

に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

と
い
う
。
）
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表

、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置



- 10 -

の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、

市
」
と
い
う
。
）
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
条
第
一
項

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び

第
十
条
第
一
項

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び

第
十
一
条

児
童
相
談
所
設
置
市
の

第
十
一
条

児
童
相
談
所
設
置
市
の

第
十
五
条

市
長

第
十
五
条

市
長

第
十
六
条

第
十
六
条

第
十
八
条
の
二
十
七

第
十
八
条
の
二
十
七

第
十
八
条
の
二
十
八

第
十
八
条
の
二
十
八

第
十
八
条
の
二
十
九

第
十
八
条
の
二
十
九

第
十
八
条
の
三
十

第
十
八
条
の
三
十

第
十
八
条
の
三
十
二
第
四

第
十
八
条
の
三
十
二
第
四

項

項

第
十
八
条
の
三
十
五

第
十
八
条
の
三
十
五

第
十
八
条
の
四
十

第
十
八
条
の
四
十
七

第
十
八
条
の
三
十
八
第
一

区
分

区
分
（
地
方
自
治
法
施

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

項

行
令
第
百
七
十
四
条
の

二
十
六
第
七
項
及
び
児

童
福
祉
法
施
行
令
（
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
四
十
五
条
の
三
第
八
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項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）

又
は
指
定
都
市
（
地
方

、
指
定
都
市
の
市
長
又

（
新
設
）

（
新
設
）

自
治
法
（
昭
和
二
十
二

は
児
童
相
談
所
設
置
市

年
法
律
第
六
十
七
号
）

の
市
長

第
二
百
五
十
二
条
の
十

九
第
一
項
の
指
定
都
市

を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
市
長

第
十
八
条
の
三
十
九

法
第
二
十
一
条
の
五
の

法
第
二
十
一
条
の
五
の

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
十
六
第
四
項

二
十
六
第
四
項
（
地
方

自
治
法
施
行
令
第
百
七

十
四
条
の
二
十
六
第
七

項
）
及
び
令
第
四
十
五

条
の
三
第
八
項
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

厚
生
労
働
大
臣

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

（
新
設
）

（
新
設
）

道
府
県
知
事

第
十
八
条
の
四
十

厚
生
労
働
大
臣

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
又
は

（
新
設
）

（
新
設
）

児
童
相
談
所
設
置
市
の

市
長

第
十
八
条
の
四
十
七
第
一

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

項

児
童
相
談
所
設
置
市
の

市
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二
十
一

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
又
は

第
二
十
五
条
の
二
十
一

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び

第
二
十
五
条
の
二
十
二

児
童
相
談
所
設
置
市
の

第
二
十
五
条
の
二
十
二

児
童
相
談
所
設
置
市
の

市
長

第
二
十
五
条
の
二
十
三
の

市
長

四

第
二
十
五
条
の
二
十
三
の

区
分

区
分
（
地
方
自
治
法
施

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
第
一
項

行
令
第
百
七
十
四
条
の

二
十
六
第
七
項
及
び
令

第
四
十
五
条
の
三
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
指
定
都
市
の
市
長

、
指
定
都
市
の
市
長
又

（
新
設
）

（
新
設
）

は
児
童
相
談
所
設
置
市

の
市
長
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第
二
十
五
条
の
二
十
三
の

法
第
二
十
一
条
の
五
の

法
第
二
十
一
条
の
五
の

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

三

二
十
六
第
四
項

二
十
第
四
項
（
地
方
自

治
法
施
行
令
第
百
七
十

四
条
の
二
十
六
第
七
項

及
び
令
第
四
十
五
条
の

三
第
八
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

厚
生
労
働
大
臣

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

（
新
設
）

（
新
設
）

道
府
県
知
事

第
二
十
五
条
の
二
十
三
の

厚
生
労
働
大
臣

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

四

道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
又
は

（
新
設
）

（
新
設
）

児
童
相
談
所
設
置
市
の

市
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
（
第
五
条
の
二
の
二
関
係
）

（
新
設
）

区
分

科
目
等

時
間
数

施
設

講
習
会

必

修

科

社
会
福
祉
概
論

三
〇

六
二

目

社
会
保
障
論

三
〇

六
〇

公
的
扶
助
論

三
〇

六
〇



- 14 -

高
齢
者
福
祉
論

一
五

三
〇

介
護
概
論

一
五

三
〇

障
害
児
・
者
福
祉
論

三
〇

六
〇

児
童
・
家
庭
福
祉
論

六
〇

一
二
五

養
護
原
理

三
〇

六
二

地
域
福
祉
論

三
〇

六
〇

社
会
福
祉
援
助
技
術
論

三
〇

六
〇

社
会
福
祉
援
助
技
術
演
習

六
〇

六

児
童
相
談
所
等
運
営
論

三
〇

六
二

医
学
一
般

三
〇

六
二

法
学

三
〇

六
二

心
理
学

三
〇

六
〇

社
会
学

三
〇

六
〇

実
習

児
童
福
祉
現
場
実
習

一
八
〇

一
八
〇

児
童
福
祉
現
場
実
習
指
導

九
〇

一
八
〇

そ
の
他

必
修
科
目
又
は
そ
れ
以
外
の
科
目

四
二
〇

合
計

合
計
一
、

合
計
一
、

二
〇
〇

二
八
一

備
考

指
定
施
設
（
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
施
設
）
に
お
い
て
一
年
以
上
相
談
援

助
の
業
務
に
従
事
し
た
後
、
入
所
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
現
場
実
習
指

導
及
び
児
童
福
祉
現
場
実
習
指
導
の
履
修
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

講
習
会
の
受
講
終
了
時
ま
で
に
、
指
定
施
設
に
お
い
て
一
年
以
上
相
談
援
助

の
業
務
に
従
事
し
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。
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（
新
設
）
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